
  平成 21 年第２回大台町議会定例会会議録（第３号） 

 

１．招集の年月日 

  平成 21年６月 15日（月） 

２．招集の場所 

  大台町議会議場 

３．開  会 

  ６月 18日（木） 

４．応招議員 

  １番 稲 葉 信 彦 君  ２番 上 岡 國 彦 君 

  ３番 堀 江 洋 子 君  ４番 中 谷 隆 司 君 

  ５番 小 野 恵 司 君  ６番 直 江 修 市 君 

  ７番 前 川   怜 君  ８番 中 西 康 雄 君 

  ９番 山 本 勝 征 君  10 番 大 西 慶 治 君 

  11 番 濱 井 初 男 君  12番 前 田 正 勝 君 

  13 番 中 谷 治 之 君  14番 廣 田 幸 照 君 

  15 番 森 本 泰 典 君  16番 松 原 隆之助 君 

５．不応招議員 

  な し 

６．出席議員数 

  16 名 

７．欠席議員 

  な し 

８．地方自治法第121 条の規定により説明の為出席した者の職氏名 

  町 長    尾上 武義 君  副町長     余谷 道義 君 

  教育長    谷口 忠夫 君  総務課長    高西 立八 君 

  企画課長   東  久生 君  会計管理者   上野 拓治 君 

  町民福祉課長 尾田 秀樹 君  生活環境課長  鈴木  恒 君 

  税務課長   立井 靖樹 君  建設課長    高松 淳夫 君 

  産業課長   野呂 泰道 君  健康ほけん課長 大滝 安浩 君 



  総合支所長  戸川 昌二 君  大杉谷出張所長 寺添 幸男 君 

  教育課長   鈴木  恒 君  報徳病院事務長 尾上  薫 君 

９．職務のため出席した者の職氏名 

  議会事務局長 西山 幸也 君  同書記北村 安子 君 

10．会議録署名議員の氏名 

  ６番  直 江 修 市 君  ７番  前 川   怜 君 

11．町長提出の議案の題目 

  議案第 78号 大台町公の施設に係る指定管理者の指定について 

12．議事日程 

  日程第１ 議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査の件 

  日程第２ 県水力発電事業の民営化による影響調査特別委員会の閉会中の所管事務調査の件 

  日程第３ 議案第 72号 大台町過疎地域自立促進計画（後期計画）の一部変更について 

  日程第４ 議案第 74号 平成 21年度大台町一般会計補正予算（第３号） 

  日程第５ 議案第 75号 平成 21年度大台町簡易水道事業特別会計補正予算（第２号） 

  日程第６ 議案第 76号 平成 21年度大台町介護保険事業特別会計補正予算（第１号） 

  日程第 12 議案第 77号 平成 21年度大台町生活排水処理事業特別会計補正予算（第２号） 

 （第３号の追加１） 

  日程第１ 議案第 78号 大台町公の施設に係る指定管理者の指定について 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

（午前 ９時 00 分） 

  再開の宣言 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

○議長（中西 康雄君） 

 皆さん、おはようございます。 

 定刻となりましたので、ただいまから、平成 21年第２回大台町議会定例会を再開します。 

 直ちに本日の会議を開きます。 



 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

  議事日程の報告 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

○議長（中西 康雄君） 

 本日の議事日程は、お手元に配布してあります議事日程表のとおりです。 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

  議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査の件 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

○議長（中西 康雄君） 

 日程第１「議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査の件」を議題とします。 

 議会運営委員長から、会議規則第 75条の規定により、お手元に配布しました本会議の会期日程等議

会の運営に関する事項について、閉会中の継続調査の申し出があります。 

 お諮りします。 

 委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに、ご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ声あり） 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

○議長（中西 康雄君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定しました。 

 



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

県水力発電事業の民営化による影響調査特別委員会の閉会中の所管事務調査の件 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

○議長（中西 康雄君） 

 日程第２「県水力発電事業の民営化による影響調査特別委員会の閉会中の所管事務調査の件」を議

題とします。 

 県水力発電事業の民営化による影響調査特別委員長から、会議規則第 75条の規定により、お手元に

配布しました所管事務の調査に関する事項について、閉会中の継続調査の申し出があります。 

 お諮りします。 

 委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに、ご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ声あり） 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

○議長（中西 康雄君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定しました。 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

  議案第 72号の質疑～採決 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

○議長（中西 康雄君） 

 日程第３ 議案第72号「大台町過疎地域自立促進計画（後期計画）の一部変更について」を議題と

します。 



 これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 直江議員。 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

○６番（直江 修市君） 

 ８ページ、これは７ページの林業からの産業の振興ということで、林業関係の計画が上がってきて

おります。 

 変更後のほうを見ますと入ってないので聞くんですけども、後ほど審査対象となっております第３

補正の中に町債ということで、過疎対策事業債がですね 1,600 万円増額計上ということで、この起債

対象事業が西出菅合線、総門線、千石越線、野又越線と４路線、それぞれ法面工事並びに舗装工事で

すね、こういう関係の事業をやるということなんですけども、この過疎計画の変更後の項に入ってな

い。この点について伺います。 

 それから同じく８ページの宮川物産増設工事、これが平成21年度にやるという計画ですけども、こ

れは平成 20年度に予算計上されて執行されたものではないんかというふうに思うんですね。その点の

説明を受けたいと思います。 

 その上段に宮川物産製造機器等整備ということで、これは20年度実施したということなんですけど

も、これが逆に21年度の予算に上がっておるんですね。そういうところの問題につきまして説明を求

めたいと思います。 

 それから、９ページにこれも林業関係で条件不利森林公的整備緊急特別対策事業、これ 21年度 2,000

万円ですけども、補正予算で全額減額となっておって、つまり 21年度やらんということなんですけど

も、これ事業の計画に上がってきておるということでありますので、この点についての説明を求めた

いと思います。 

 それから 18ページ、上段に香肌奥伊勢資源化広域連合負担金、これを変更後分担金とする。その下

に奥伊勢広域行政組合負担金、これも分担金とするという変更内容でありますけれども、この香肌奥

伊勢資源化広域連合の規約には負担金となっておるんですね。規約に負担金と謳ってあるのに分担金

に変更するということの理由について伺います。 

 逆に紀勢地区広域消防組合負担金、これは変更なしなんですけども、規約には分担金となっておっ

て、予算は負担金で上がっておるというようなことでありますので、上段のですね、負担金を分担金



に変更した、まず理由ですね。で、伺いましたように規約には負担金とあるが、変更後の分担金でい

いのかというようなところですね。 

 それから、宮川福祉施設組合のこの経費の分賦につきましても、これ負担金になっておるんです。

それから県下のですね、地方税回収機構なども負担金、それから退職手当組合なんかも負担金、それ

から多気郡の社会主事でしたか、これ多気町と経費を持ち寄ってという、この規約にも負担金という

ことで、そういうふうに見てきますと、負担金ということをですね、使っておるとこが圧倒的に多い

んです。管内ここ出てますように奥伊勢行政組合、それから消防組合が分担金というような規約にな

っておるんですけども、ここらの整合性をですね図る必要があるというふうに思うんですけども、そ

の点について伺いたいと思います。 

 それから、その分担金と言いますのは、文字どおりその受益の範囲において負担をする。受益者負

担金ということのようでありまして、負担金につきましては、その受益の部分の負担と、原因者負担、

損傷者負担というようなことが加味されてくると、したがいまして、分担金を課すという条例の基で

の分担金につきましては、こういう原因者負担とか損傷者負担が生じても求められないということな

んですけども、この負担金の中の、いわゆる原因者負担、損傷者負担ということについてですね、説

明を求めたいというふうに思います。 

 私は、やはりその一部事務組合、あるいは広域連合なんかではですね、単純にその受益の範囲での

分担を求めるだけで済めばよろしいですけども、今申しましたように、その原因者負担というような

形でプラスしなきゃならん事態というのが、生じてこないのかですね、おそらく私は生じてくる前提

で、負担金という形をとっておるんやないかというふうに思いますけれども、改めてそういう分担金

でいいのか、負担金でいいのかですね、その組織においての正しい使い方、賦課の仕方をですね、こ

このところをやっぱり答え出してほしいと思いますので、伺います。 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

○議長（中西 康雄君） 

 企画課長。 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

○企画課長（東 久生君） 



 まず最初の８ページの林道関係の追加事業等につきましては、これはこの今日議決をいただく変更

計画につきましては、あくまでもその３月の 21年度予算を編成したときの実態で変更いたしておりま

して、それの今回議決ということでございます。 

 今回、補正で出させていただく分につきましては、２日ぐらい前に町長がちょっと一般質問で答弁

させていただいたように、５月 25日に県のほうに協議ということで出ささせていただいておりまして、

まだその協議が成立したというんか、話は順調に問題ないんですけども、正式には文書いただいてな

いというところでございまして、それをいただきましたら、またしかるべきときに議会のほうで議決

をお願いするということになりますので、この今回の議決の中にはこの補正部分は載っていないとい

うことでございます。他の質問につきましては、担当課長のほうで回答させていただきます。 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

○議長（中西 康雄君） 

 産業課長。 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

○産業課長（野呂 泰道君） 

 ８ページの宮川物産増設工事につきましてのご質問に、お答えさせていただきます。 

 議員ご指摘のとおり、21年度に 210 万円と計上させていただいておりますが、20年度に 250 万円で

実施をさせていただきました。乾燥施設を増設した工事でございます。 

 また、その上に記載されております宮川物産製造機器等の整備ということで、20年度に 250 万円上

がっておりますが、その実施につきましては 210万円で 21年度の予算に上げさせていただいておりま

す。これにつきましては、施設の関係の軽量シャッター等の整備の工事でございます。このような記

載のないようにしていきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

○議長（中西 康雄君） 

 企画課長。 



 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

○企画課長（東 久生君） 

 ９ページの条件不利森林公的整備緊急特別対策事業費の 2,000 万円の減額、これは６月予算で上げ

させていただいております。この過疎計画のほうにつきましては、９ページのところに 2,000 万円追

加として上げさせていただいております。これにつきましては、当初 2,000 万円の事業をするという

ことで上げさせていただき、町が事業主体となって事業をする予定をしておりましたが、その後、国

の制度が変わりまして、国から直接認定事業体が受けられるということになりましたので、この町の

ほうの補正では減額をさせていただきました。 

 この過疎計画につきましては、その制度が間に合わなかった。もうこの６月近々のところで変わっ

てきたということでございますので、補正では減額をさせていただきまして、過疎計画はそのまま追

加というような形になりましたので、ご理解をいただきたいと思います。制度につきましては精査さ

せていただき、見直しさせていただきたいと思っております。以上でございます。 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

○議長（中西 康雄君） 

 生活環境課長。 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

○生活環境課長（鈴木 好喜君） 

 香肌奥伊勢資源化広域連合及び奥伊勢広域行政組合の負担金、分担金ということなんですけども、

奥伊勢のほうでは規約では負担金になっておるが、こちらのほうへは分担金で上がっておるというご

質問だったかと思うんですけども、香肌のほうにつきましては、規約それぞれともに分担金のほうで

作成されておりますもんですから、香肌につきましては分担金でそのまま変わっておらないかと思い

ます。 

 ただ、奥伊勢広域行政組合分担金につきましては、規約のほうが奥伊勢のほうが負担金になってお

るというふうなところで、我々のこの予算につきましては分担金という形になっております。その差



異があるというご指摘かと思うんですけれども、で、その差異につきましては現在我々の予算、それ

から奥伊勢の予算ともに分担金で上がっておりまして、分担金でご請求していただいて、分担金をお

支払いさせていただいておると、そのようなことになっております。 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

○議長（中西 康雄君） 

 総務課長。 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

○総務課長（高西 立八君） 

 直江議員さんのほうからご指摘をいただいております分担金、負担金の関係でございます。今、香

肌と奥伊勢広域につきましては、予算書のほうの説明欄に謳ってある、それを用いてこういうふうに

変更させていただいたということでございますが、まず、この分担金と負担金の関係でございますが、

分担金につきましては、一般的には地方公共団体が特定の事業に要する経費に充てるため、当該事業

によって利益を受ける者に対し、その受益を限度として公権力に基づいて賦課及び徴収する金銭であ

るということが分担金でございます。 

 負担金につきましては、分担金と負担金の用語の意味は、必ずしも明確ではなく、法令上も混同し

て用いられている場合が多いとされております。そしてこの負担金でございますけども、負担金の中

には大きく２つに分かれております。まず、１つ目は、国または地方公共団体が行う特定の事業に対

し、特別の利害関係を有する者にその事業に要する経費の全部、または一部を負担させるため、国ま

たは地方公共団体が一方的に課する金銭的であるということでございます。特別の利害関係の性格に

より受益者負担金、原因者負担金、今言われました損傷者負担金ですか、に区別されております。 

 もう１つにつきましては、国と地方公共団体との間、及び地方公共団体相互の間に見られるもので、

一定の事業についてその経費の負担割合が定められているとき、それに従って支出する金銭的な負担

であると言うことになっております。 

 今、議員言われたように、ほとんどの一部事務組合等がこの負担金で処理をしていただいておると

思います。そういう意味で、今、私が勉強させていただいたところではですね、負担金で処理するの

が一般的ではないのかというふうに考えております。 



 そういうことで、一部消防がございますが、それは私どものほうで言うてすぐに変わるものではご

ざいませんので、その辺は協議をしながらですね、整合性のとれた予算ですか、そういったものをつ

くっていきたいと考えますので、お願いしたいと思います。 

 もう１点、歳出のほうになりますとですね、うちの予算としては 19 節でございます。19 節負補交

でございますので、負担金補助交付金ですか、こういう形になりますので、一部事務組合、相手方が

分担金として請求されましても、私どものほうは19節で処理しますので、一般的に統計とかそういう

ものにつきましては、すべて負補交になっております。ただ、今、予算書を見せてもらいますと、そ

のままの、今のままの環境のございましたように、負担金で請求されたんで負担金で上げて予算計上、

説明欄にしているところと、消防のように分担金できておるけど負担金ということで説明をさせてい

ただいおります。 

 そういうとこで、ちょっと整合性がとれてないのでございますので、今後ですね、その辺を精査し

ながら整合性のとれたわかりやすい予算ですか、わかりやすいものにしていきたいというふうに考え

ますので、どうかご理解をお願いいたします。 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

○議長（中西 康雄君） 

 ほかに、直江議員。 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

○６番（直江 修市君） 

 県との協議はですね、４月６日というふうな説明だったと思うんですけども、この県との協議自体

がもう 21年度の予算編成に全然間に合ってませんわね。文字どおり議決後の協議ですわね。予算案は

もう議決されたと、本来は予算は総合計画やこういう過疎計画に基づいて組んでいくというのが形で

すわね。そういう形でない事態になぜなるんかですね、もっとその予算編成までに計画変更、２割以

上が伴ったときということなんで、この４月の６日時点では２割以下やったかもわかりませんけども、

そこらの数字とのすり合わせあると思うんですけども、そういう事情やったわけですか。 

 その予算編成時には、いわゆる変更しなけりゃならん要件を満たしていなかった。つまり２割以下

やったという状況なんですか、その点まず説明受けたいと思います。 



 で、やはりできればですね、その予算編成前にやはりきちっとした計画を組み、それに基づいて予

算組んでいくということが大事だと思うんです。私、宮川の議員してましたときは、もっとこの過疎

の変更につきましては事前にですね、県と協議の前に議会で私は説明受けたように記憶しておるんで

す。村ではやはりこの過疎計画というのは、非常に事業的にも財政的にも大事な計画でありましたか

ら、大変重視されておったわけなんで、議会も当然大きな関心持ってましたから、執行部もそういう

点で極力事前にですね、変更の場合は説明をされると、したという経緯やと思うんです。大台町にな

りましてから何回かありますけども、これ合併のごたごたのときに最初定められて、その後ですね、

事前の説明というのは一切ないという状況なんで、その点はもう少し事前の説明ということをしても

らうわけにいかんのかですね、聞きたいと思います。 

 それと、これ議案のわけなんで、説明のあったように林道関係は協議後、変更後生じた事案やとい

うのでわかります。今後変更で入れていくということわかるんですけども、さきほど言いましたよう

に、宮川物産関係なんかでもすでに済んだ事業をですね、その21年度事業として上げてきたりですね、

というような、これはきちっとチェックすれば、これを印刷する前に間違いのないもんになったわけ

なんで、で、私どもこれ宮川物産増設工事 21 年度に行います。こういう変更、しかしこれもう 20 年

度でやっておる。こういう内容であるのにですね、議決してくれと言われるのはちょっと困るんです

ね。 

 これ明らかなんですから、それで 21年度にやるというふうになっておるのに、もうやってしまった

というふうなことね、これ２つ齟齬があるんですね。明らかなんです、これは。事務的なミスなんで

ね、このままではちょっと問題と思いますけども、見解伺います。 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

○議長（中西 康雄君） 

 企画課長。 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

○企画課長（東 久生君） 

 まず、１点目の事前に議会のほうに説明できないかという話でございます。旧宮川当時そうだった

ということでございますが、現在、我々がこの計画を作成いたしておりますのは、理想的に言えば、



大きな総合計画があり過疎計画があって、その中で毎年事業を展開していくというのが理想的ではご

ざいます。 

 事務的には、実務的には過疎債を借りるための過疎計画というような位置付けもされておりまして、

その都度その都度有利な財源を求めて計画を入れたり、外したりというようなことをさせていただい

おりますので、ちょっと理想的な形ではなしに、ちょっとあとづけみたいな形で実際なっております。

そこら辺は町長にも指導受けて、あくまでも過疎計画については、過疎地域全体の計画であるんで、

総合計画及び過疎計画一緒のものやというような観点で、今後作成しなければならないというような

ことで、町長からも指導を受けておりますので、今後についてはできるだけそういった大きな計画で

いきたいなというふうに考えておりますけれども、こういった今回補正出させていただいております

緊急経済対策につきましては、ちょっと想像を絶するようなことでございますので、仕方ないのかな

と思いますけれども、通常、財政的な計画もございますので、そこら辺はそういった形で今後作成し

たいなということで、今回反省しているところでございます。 

 また、さきほどの産業課の部分でのご指摘のとおり、誠にこちらの事務的な、初歩的な間違いとい

うようなことで、こういうはずかしいようなことがあってはならんというふうに痛感しているところ

でございまして、何もお答えさせていただけるような言葉もないんですけれども、これもひとつ反省

させていただくということで、何とぞご理解をいただきたいというふうに思っております。よろしく

お願いします。 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

○議長（中西 康雄君） 

 企画課長。 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

○企画課長（東 久生君） 

 それからご指摘いただいたこと、またあるいはほかの部分も再度見直しをさせていただいてですね、

訂正は再協議ということで、随時させていただけるということでございますので、そのような対応を

させていただきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

○議長（中西 康雄君） 

 ほかにございませんか。 

 よろしいですか。 

  （「な  し」と呼ぶ声あり） 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

○議長（中西 康雄君） 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 まず、本案に反対の発言を許可します。 

 直江議員。 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

○６番（直江 修市君） 

 質疑のときに申しましたように、議決事件であります過疎地域自立促進計画変更の内容に瑕疵がご

ざいます。これはですね、説明のしようのない点だという説明もございましたけども、瑕疵がござい

ますので、私は本案に反対をいたします。 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

○議長（中西 康雄君） 

 次に、原案に賛成の発言を許可します。 

 ありませんか。 

  （「な  し」と呼ぶ声あり） 

 



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

○議長（中西 康雄君） 

 これで討論を終わります。 

 これから議案第72号を採決します。 

 この採決は、挙手によって行います。 

 議案第 72号は、原案のとおり決定することに賛成の方は、挙手願います。 

  （多数挙手） 

  

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

○議長（中西 康雄君） 

 挙手多数です。 

 したがって、議案第 72号は、原案のとおり可決されました。 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

  議案第 74号の質疑～採決 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

○議長（中西 康雄君） 

 日程第４ 議案第 74号「平成 21年度大台町一般会計補正予算（第３号）」を議題とします。 

 これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。ありませんか。 

 廣田議員。 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 



○14番（廣田 幸照君） 

 14 ページでございます。徴税総務費としてですね、臨時雇賃金が計上されておりまして、説明では

徴税事務、特に納税忘れの住民に対する徴税の事務を推進するというふうにお聞きしておりますが、

私も税務課の仕事というのはようわからんのですけども、多分、確定申告あたりから忙しくなってき

て、この６月のですね、税金の徴収書類を発送するところで、一応ひとつの山を越えるんじゃないか

と思います。 

 そのあと納入忘れの住民に、この臨時職員を使っで事務的な手続きを進めていくというわけですけ

ども、これはもう通常の税務課の範囲の中であってですね、特別に仕事量がたくさん出てきた。ある

いはその雇用対策として新しく仕事をつくってですね、そして臨時雇い入れなければいけないんだと、

こういうふうなことではないように思うんです。したがって、これは不必要ではないんじゃないかな

と思っております。 

 それから、16 ページ、公園委託管理料として 21 万 2,000 円が計上されておりますが、全員協議会

の中でも質問もいたしましたし、この 21万 2,000 円につきましては、積算基礎をお示しいただいたん

ですが、基となっている面積がですね、少しくるっておりました。資料にいただいた部分よりも多く

ですね、面積が出ておるわけです。これはクラリメーターで測ったもんだからという話でしたんです

が、多分そのクラリメーターで測った面積でもって、この公園委託料を算出されておると思うんです

けども、本来は帳簿上で表れた面積でやっていくのが妥当か、あるいは私は最初理解しておりました

のは、面積というのは水平に直した面積でございますので、法面なんかで傾斜の部分はそんだけ面積

が広くなるもんですから、実測やって広くなったんなのかなと思ってましたら、クラリメーターで測

ってのことですか、これはもう水平面積であるわけです。ですから、どちらのほうにするのかという

こと、これが１つ１点目ですね。 

 それから、草取り単価と草刈り単価が違うように聞きましたが、一体いくらに設定して、この 21

万 2,000 円という金額を弾き出したのか。そうするとその草取りや草刈りの単価というのは何によっ

ているのかと、もし最賃保護法等によるのかどうか知りませんけれども、お答えをいただかならんわ

けですけども、それであれば経済情勢によってそれは動いていくわけですので、ほかの公園にもやは

りその動いていく金でもってやっていかないといけないのじゃないかなと、一度この公園の管理委託

料について調べさせていただいたことあるんですが、随分こう大きな差がある場合がございまして、

単なる面積ではないんだなというふうな印象を持っております。これを一遍見直す必要もあるんじゃ

ないかなと思うんですが、この積算基礎と、それからその面積の部分と、それから作業費の部分をお

聞かせいただきたいと思います。 



 それから、同じく16ページのですね、臨時雇賃金で雇用創出でもって臨時雇いを２名９ヶ月にわた

ってですね、投げ捨ての監視や、それから投げ捨てられたごみの回収にあたるというふうにお聞かせ

いただきました。以前ですね、宮川村のときにはそういうふうな業務にあたる方を雇用しておりまし

た。大台町になってからそれはできなくなり、止めるんだという説明を受けましたですね。それじゃ

その投げ捨てられるごみはどういうふうに処理するんだ、誰が拾うんだという話を聞いたわけですけ

ども、役場職員が随時回ってやるというふうにお聞きしたんですが、それは今は機能してないのか、

あるいはそれが非常になかなか手が回らなくてですね、その不法投棄が甚だしいので臨時職員を雇っ

て、臨時雇いを雇って投げ捨て監視やそういうふうな不法投棄の回収にあたるのかと、その３点でご

ざいます。 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

○議長（中西 康雄君） 

 税務課長。 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

○税務課長（立井 靖樹君） 

 税務課の関係で廣田議員のご質問にお答えしたいと思います。 

 今回のこの事業につきまして、緊急雇用対策ということで、１名３ヶ月ということなんでございま

すが、ご承知と思いますけども、この４月１日の人事異動で１名減ということで、その中で対応させ

ていただくということで、それで徴収部門につきましては、今までどおり２名の配置ということをや

らせてもらっておるんですけども、この７月から９月につきましては県のほうへ１名、その１名が転

任職員ということで出向する予定をしております。それでその間１名ということの対応の中で、それ

の対応をしていきたい。 

 それで、去年から毎月督促状ということで出しておったんですが、その中の傾向を見ますと、忘れ

てみえる方が多々あると、それで連絡をすればすぐ納付していただくというような状況がありますの

で、その点を含めまして、この７月から９月までの間にそういう方々に連絡等をさせていただければ

ということで、今回これへ上げさせてもらいました。以上です。 

 



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

○議長（中西 康雄君） 

 生活環境課長。 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

○生活環境課長（鈴木 好喜君） 

 廣田議員の公園の面積が減っているのに、単価が減額されておらないではないかというふうなご質

問なんですけれども、当初の面積につきまして、減額をしていないというふうなことなんですけれど

も、400╂ばか確かに面積が違っておるかと思うんですけれども、その面積につきましては現予算の中

で、隣接する林道の法面の環境を整えたいというふうな形に思っておりまして、それで減額せずに、

そのまま上げさせていただいたというふうなことでございます。 

 で、公園に行きますところの池の林道の左側の池の法面については、買収地になっておりますので

一部について、それでよろしいんですけども、反対側の右側の法面につきましては、一部擁壁のとこ

ろと草地のところがございます。そのところにつきましての環境整備も負担するというふうなところ

から、そのような形でそこで減額せずに環境を整えたいというふうに思いまして、減額をさせていた

だいておりますので、ご理解をお願いしたいと思います。 

 それから単価の違いなんですけれども、ごめんなさい。草取りと、それから草刈りの単価なんです

けども、単価としましては草取りにつきましては年３回、１日当たり１人 200╂ぐらいを取っていた

だけるであろうということで 5,800 円の単価を計算させていただいております。それから草刈りにつ

きましては年２回、１日当たり 1,000╂をやっていただけるだろうということで 7,900 円の単価を積

算させていただいております。これも基にしてそれぞれの面積に対しまして積算をさせていただいて

おります。 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

○議長（中西 康雄君） 

 生活環境課長。 

 



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

○生活環境課長（鈴木 好喜君） 

 16 ページの緊急雇用対策で、環境整備を町道等環境美化推進事業という名目で予算化をさせていた

だいたわけなんですけども、特にごみの投げ捨て等にかかるもの、それから沿道の草刈り、そういっ

たものをまず行っていきたいということで、予算化をさせていただきました。 

 まず、私が４月に環境課のほうに着任しましてびっくりしたのは、ほとんど毎日不法投棄の電話が

ありました。それを職員が電話あれば現地へ行ってそれを確認して、拾えるものは拾うという形のも

のを対応させていただいたんですけども、現在、それをずっと図面に落としますと、今日現在で 13

箇所、宮川地区はさすがに少ないです、２箇所。大台地区は残り 11箇所が不法投棄箇所になっており

ます。 

 そういったものが、またこれが増えてくる可能性が出てくると思います。ですから、町としまして

は不法投棄をされにくい環境づくりを目指しております。その中で沿道が草が生えておったら、汚い

ところへは汚いものを捨てるということかも知れませんが、そういったことで沿道をまず綺麗にする。

不法投棄があったところは特にそうなんですけども、地権者のご理解を得まして、沿道の草刈りをし

て、不法投棄のあったごみを拾って、地権者のご理解を得まして、そこへネットフェンスを張り替え

るというふうに考えております。 

 特に谷底なんかへ放られますと、これはもう職員が回収するのは大変なことでございます。そうい

ったこともありますもんですから、特にそういった捨てられてあとの回収が非常に困難なところ、そ

ういったところを重点的にやっていきたいというふうに思っております。水道水源にありましてもご

みを投棄するケースもございましたもんですから、そういった形のものについても、これから特に気

をつけながら、環境整備をしていかなあかんなというふうなことも思っております。 

 そういったところで、２人の職員を臨時雇いしまして、７月から３月いっぱい、沿道の景観とごみ

を拾って、ごみを拾ったところへネットを張る。ただ、ネット張るについては地権者のご理解という

ものが要りますもんですから、そういったご理解をいただく、ご理解をどうしていただくかというと、

法律的に言いますと、その家から出たごみ、その土地から出たごみは、その土地の所有者、または家

の所有者が責任をもって処分をしなければならないという法律があります。ですから、地権者として

は捨てられ損という形になります。 

 ですから、我々、今電話があれば地権者に連絡せずに全部我々が拾っておりますけれども、それだ

となかなか手が回っていかない現状が発生するのが予想されますもんですから、ですから、地権者と



ともにご理解をいただきまして、ネットフェンスを張るというご理解と、我々そのごみを拾っていく、

あと捨てないような環境整備をしていくという両輪でいきたいなというふうに考えておりまして、こ

の予算を計上させていただきましたので、何とぞよろしくお願いしたいと思います。 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

○議長（中西 康雄君） 

 副町長。 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

○副町長（余谷 道義君） 

 ちょっと緊急雇用対策なんですが、この事業につきましてはですね、さきほど廣田議員のほうから、

本来町の職員がやる事業じゃないかというような質問もあるわけでございますけれども、１つには、

こういう経済状況の中でですね、職を失った人がみえるということで、雇用の場をですね、創出でき

ないかということで出されたお金でございます。 

 そういった意味から、町のほうでですね、すでに取り組んでおる事業、これは別なんですけれども、

新たに取り組む事業、今までずっとやってなくて、やれる事業というのですか、やるべき事業という

のがあるんですが、人員とかいろんな形で予算を付けてまではできないんだけれども、そういう雇用

の場を創出するという意味からいけばですね、住民サービスの向上につながる、空き缶拾い等もです

ね、やりたいんですけど、そこまでは手が回らないという部分も出てまいりますんで、そういったこ

とで雇用の場を創出するためにつくった事業について、国のほう、県の審査を受けていただける事業

ということでございますので、やらなきゃいけない、町の予算を付けてまでやらなきゃいけない事業

なのかという議論は、ちょっと別の議論の中で考えておるということを、ご理解をいただきたいとい

うふうに思っております。 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

○議長（中西 康雄君） 

 ほかにございませんか。 



 前田議員。 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

○12 番（前田 正勝君） 

 さきほども緊急雇用対策ということで、副町長のほうから答弁ありましたが、私もちょっとその点

でお伺いしたいんですが、22 ページ、委託料のとこで観光交流推進事業委託料とこうあるんですが、

かなりの金額であります。先だっても町長のほうに、これ多分委託先は観光協会と違んかというふう

に思うんですが、職員にもお伺いしたいですが、いわゆるその道の駅のところにあるところに観光協

会入るという話で、姿が見えんと申し上げたら、もう少しで姿見えてくるという話なんで、そのこと

にかかわっておる事業なんですか、ちょっとお伺いしたいと思います。雇用と。 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

○議長（中西 康雄君） 

 産業課長。 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

○産業課長（野呂 泰道君） 

 22 ページの観光交流推進事業委託料 492 万 1,000 円の内容でございます。これにつきましてもふる

さと雇用再生特別基金事業ということで実施をさせていただきたいと思います。 

 当初予算にも上げさせていただいております道の駅の横にですね、災害の家があるわけでございま

すが、仮設ハウスがあるわけですが、それを改良いたしまして、責任者１名と、補助２名ということ

で３名体制によりまして、大台町全域の観光につきまして情報発信をさせていただきたいと考えてお

ります。昨日の一般質問の関係もございました、そのＰＡとの関係も当然情報発信をしながら、そこ

の観光インフォメーションで、大台町のそれぞれの観光を案内しながら、大台町への入り込み客を増

加していくということの目的といたしまして、この３年間のふるさと雇用創設特別基金事業を使いま

して実施させていただきたいと、こう考えております。よろしくお願いいたします。 

 



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

○議長（中西 康雄君） 

 ほかに。 

  （「答弁漏れ」と呼ぶ声あり） 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

○議長（中西 康雄君） 

 廣田議員。 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

○14 番（廣田 幸照君） 

 16 ページ公園委託料に関してですね、草取りの１日単価、草刈りの１日単価示されたんですが、何

による単価かということをお聞きしたんですが、ご返答がございません。そして他の公園に遡求する

のかと、もし不合理であれば見直す予定があるのかという尋ねもしました。これにもお答えございま

せんので、よろしくお願いしたいと思います。 

 それから副町長のほうからですね、特に町内で雇用創出する意義について、話をされたんですが、

全協でも申し上げたんですけども、あまり安易にですね、こういうことを町内でやられますと、住民

感情としても納得できる部分と、納得できない部分が生じてくるんじゃないかと思うんですね。同じ

雇用創出で林業に関するもんで 1,120 何万円かのありまして、これも雇用創出だと思うんですが、こ

ういうのは民間の団体がこういう法整備がされるだろうということを、素早くキャッチして受皿をつ

くったということもございます、そういうような推察をされる部分もあるわけですけども、そういう

ふうなやり方でもって、雇用創出というのは町長がいつも言われる２倍、３倍、あるいは 10倍にして

膨らませていくんだというふうなスタイルになるんじゃないかと思うんです。 

 そこで徴税事務一本に絞ってお尋ねしたいんですけども、昨年度も督促をする、お忘れでないかと

いう催告をすることによって、収税率が上がったというふうにお聞きしましたが、一体それは何件ぐ

らいあったのか、今年は１名短期ではありますが、出向する１名減ということになるわけですが、今

年はどれほどを目標にして、この臨時雇いを入れるのか、１年何ヶ月でしたかね、１年３ヶ月でした



か、そういうことをですね、ちょっとお聞きして住民の納得も得たいと思うんです。よろしくお願い

します。 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

○議長（中西 康雄君） 

 生活環境課長。 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

○生活環境課長（鈴木 好喜君） 

 5,800 円と 7,900 円の単価なんですけれども、7,900 円については境界立ち会いの単価を使っておっ

たような気がするんですけども、境界立い会い人の単価、ただ、記憶が定かでございませんので、ち

ょっと後日調べさせていただきまして、お答えをさせていただきたいと思いますので、よろしくお願

いします。 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

○議長（中西 康雄君） 

 税務課長。 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

○税務課長（立井 靖樹君） 

 収納の関係でございますが、町税といたしましては町民税、法人税、固定資産税、軽自動車税、そ

れから国民健康保険税とあるわけなんですが、19年度町民税のほうは 22.7％、法人税が、これ滞納分

の話なんですが、法人税が 43％、固定資産税が 19％、軽自動車税が 13.6％、それで全体で 20.3％、

それから国民健康保険税としては 16％の収納率になっております。 

 それで 20年度に関しましては、町民税で 31.7％で９％の増、法人税につきましては 48.1％で 5.1％

の増、固定資産税につきましては19.2％で0.2％の増、軽自動車税としましては36.6％で23％の増と、



町税全体では 3.4％の増、それから国民健康保険税につきましては20年度が 23.1％で 7.1％の増とい

うことで、全体的に増になっております。 

 それで目標ということなんですが、例年どおり昨年度よりも少しでも多くの徴収率を上げていきた

いというふうに考えておりますので、よろしくご理解をお願いします。 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

○議長（中西 康雄君） 

 生活環境課長。 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

○生活環境課長（鈴木 好喜君） 

 この単価につきまして、他の箇所等につきましても波及するのかというふうなことでございますが、

すでにもう昨年の例にしておりまして、他の公園等につきます管理費の委託につきましては、すでに

もう起票をさせていただきまして、支払いの手続きに入っております。 

 ということで、今年度につきましては、この単価を基にして精査した金額やなく、実績に基づいて、

昨年度の実績に基づいた支払い額になるかと思います。全協でも申し上げましたとおり、旧宮川地区

につきましてたくさん公園等がございまして、それぞれの単価がそれぞれの単価で積算されておるよ

うな歴史もあるかと思いますので、それを一旦どの時点かで精算をさせていただかなあかんではない

かという考え方を、進めさせていただきましたところでございますので、今後、その金額につきまし

て草取り面積、または草刈り面積等精査して、一度試算をしてみたいというふうには考えております

ので、ご理解をいただきたいと思います。 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

○議長（中西 康雄君） 

 税務課長。 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 



 

○税務課長（立井 靖樹君） 

 件数のほうなんですが、20 年度まとめとしまして，住民税のほうでは 493 件、法人税 14 件、固定

資産税 890 件、軽自動車税 363件、それから国民健康保険税873 件となっております。以上です。 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

○議長（中西 康雄君） 

 ほかにございませんか。 

 上岡議員。 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

○２番（上岡 國彦君） 

 18 ページ、農林水産業費で間伐有効活用推進事業委託料、これは緊急雇用対策事業で、これに対し

てどうのこうのというわけではございませんが、関連しましてちょっと質問させていただきます。 

 ここに間伐有効活用とありますように、当大台町も間伐事業、または森林環境創造事業等繰り広げ

ておりますけども、先般、森林組合の唐櫃の小径木加工所一時閉鎖、または閉鎖をするというお話を

聞きましたけども、施策と矛盾しておるように思いますんで、ひとつ町のほうとしてどういうふうな、

森林組合のことですから、どこまで関与できるんか知りませんけども、町としてはどういうふうな、

こういう雇用の場も失われますし、また間伐材の有効活用ということに大変マイナスになるように思

いますから、ひとつご答弁お願いします。 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

○議長（中西 康雄君） 

 産業課長。 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 



○産業課長（野呂 泰道君） 

 18 ページの間伐材有効活用促進事業委託料等の関連につきまして、宮川森林組合加工場がとりあえ

ず閉鎖するということについて、森林におけるところの間伐材の対応等は即していないではないかと

いうようなご質問かと思います。 

 森林組合の加工場につきましては小径木加工場ということで、これまで森林組合の事業の中の一部

を担ってきたわけでございます。当然、そういったその樹木について、小径木ということでこれまで

対応してきたわけでございますが、近年の林業に対しての景気が悪いということで、それぞれの国の

ほうの事業の中で上げさせていただいておるような森林環境創造事業とか、ＣＯ2 の対策事業とか、

条件不利とか、今度新たな高齢林とかいったような、それぞれその時代に合った間伐の体制をさせて

いただいておるようなことでございます。 

 ただ、小径木というのは、それやったらないのかというわけではないんですけども、やはりそうい

ったところが、段々小径木には少なくなってきておるのじゃないかなというのが現状でございます。

要は今の林業体制としては大径木という形で育てていきたいということで、進んできておるというよ

うなことと。 

 また、森林組合の中の事業体制として、今後どうあるべきかということで、森林組合のほうが小径

木を一時閉鎖しておるというようなことでございますので、今の森林体系の状況と、また森林組合の

体制ということの中で、森林組合の加工場の一時閉鎖というようなことになっておると考えておりま

す。以上でございます。 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

○議長（中西 康雄君） 

 ほかにございませんか。 

 上岡議員。 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

○２番（上岡 國彦君） 

 話に聞きますと、その小径木加工場自体は、その事業自体は赤字ではないと、そういうふうなお話

も伺っております。まだまだこの間伐の推進をしていかなければならないし、まだしなくてはいけな



いところもたくさんあります。そこにその小径木加工場が閉鎖、また一時閉鎖されるということは、

他の地域においても林業主体の大台町にとって、大変そのイメージも悪いと思うんですわ。宝の山を

見捨てるんかというふうなイメージ的にもつながっていきますので、町としての対応も森林組合に対

してやっぱり 18年の大赤字出たときにも、出資金の増資もさせていただいておりますし、そういう観

点からやっぱり施策にもやっぱりある程度の助言をして、林業家が少しでも所得を得れるように間伐

材でも所得を得れるような指導をしていくのも、１つの町の施策ではないかとこのように思いますの

で、再度ご答弁お願いします。 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

○議長（中西 康雄君） 

 産業課長。 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

○産業課長（野呂 泰道君） 

 当然、今の町の資源としての森林という部分についてのかかわりということでは、議員ご指摘のよ

うに加工場があって、それぞれ間伐材を利用していくということにつきましては、当然のことかと思

います。 

 さきほども言わさせていただいたように、段々少なくなってきておるというのと、それと、また議

員がおっしゃられるように今の現状では、それほどその加工場の施設の赤字ではないやないかという

ことでございますんですけど、やはりこう林業関係の森林組合の関係としてましては、今後どうある

べきなんかということを、先を見越した段階でひとつは判断しておるということでございます。 

 私どももその行政指導的なものもしていくべきやないかということでございますけども、私もつい

最近、その加工場閉鎖、一時閉鎖するということを聞かさせていただきまして、今後、その携わって

おる従業員がどのようにしていくんかということも聞いたようなことでですね、これからの対応とし

ては山の施業へ行くんだというようなことも聞いておりますが、やっぱりその作業員それぞれの考え

もあったりして、私どもこれからの指導といたしましては、やはり必要なものを今後林業としてのあ

り方というものを、加工場として本当に必要なんかどうか、また今後、先に対してその形態をなして

いくことが、森林組合の経営として本当に妥当なんかどうかということも、十分森林組合と協議をさ



せていただきながら、進めさせていただきたいと考えておりますので、よろしくお願いをいたします。 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

○議長（中西 康雄君） 

 町長。 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

○町長（尾上 武義君） 

 組合のですね、そういった小径木の処理場を閉鎖、あるいはその見込みであるというようなことの

話、今、私初めて聞いたようなことなんです。えらいあんたに低いんやなと言われたら、それまでな

んですが、今、小径木処理場で事態は赤字ではないようだというようなことで、お話があったんです

が、実は平成 16 年度、17 年度非常に厳しいときがございまして、おっしゃられましたように、出資

金の増額というふうなこともしたことあるんですが、そのおりもですね、やはり製材も、小径木も、

あるいは作業班とかいろいろな体制があるわけなんですが、どこが悪いんやというようなことの中で、

一遍数字を出せというような話もこうさせてもらいました。 

 出てこない。で、最近もそのような話もさせていただいて、いろんなもう指導は産業室のほうから

しょっちゅうさせていただいておるんです。しかし、なかなか上昇気流に乗ってこない。あるいは幅

広くいろんな事業を展開しようという姿勢が見えてこないということがございますが、そういうこと

も含めて指導というのはしっかりさせていただいておるんです。 

 で、このような形になって大変残念に思っておるんですが、県下の森林組合も非常に厳しい状態で

やっておるようです。伊勢志摩森林組合あたりでも前年より 7,000 万円ほど事業料下げたようなんで

す。けども赤字を出さずにきておるというようなことでもございました。 

 私もそういうような組合もそんなに十分な潤沢な経営はしにくいだろうなというふうには思ってお

るんですけど、それがために木材の分離発注なんかもかけてですね、公共施設の中で、この地域の中

で、地域材を使っていく必要があるということの中で、組合なり、この木協の皆さんにとっていただ

くような形で分離発注をしてですね、あるいはほかのことでもそうですけど、させていただいたよう

なことでもございます。 

 そういうようなことで、今回はそこそこ黒字ぐらいになってくるのかいなと思ったら、今回もまた



３千数百万円の赤字になったと、一体どういうことなんやというようなことで、どこが具合悪いのや

なというようなことで、問うても答えが返ってこないという状況なんですね。これは組合のその経営

等のですね、やはり一つひとつ押さえていくということからですね、どこが具合悪いんか、じゃどの

ようにしたらいいのか、今後どのような方向でしていかないかんのかというようなですね管理、ある

いはその経営とかいうことに対して、ちょっとこう、ちょっとどころやないと思うんです。非常にお

ろそかになっていることがあるんやないかなというふうに思っておるんです。 

 ただ、そういうようなことを申し上げましても、もう担当者が行ってそれする、帳簿なぶるという

ようなことはできませんので、何とかしてえねというような話しかできないんですけど、そうなって

こないということなんですね。これは以前にもやはり組合の理事さん方にも責任は全部及んできます

わなという話で、したようなことがあるんですが、県下ずっと眺めてみて、他の組合の皆さんも宮川

さんが具合悪いようなというようなことで、心配されておられるんです。 

 ですんで、やはり一層の経営努力というようなことは、当然やっていかなあかんわけですね。組合

というのは、組合の作業班だけ儲けて、あるいは製材だけが儲けてということではないわけですよね。

やはり地域の森林林業界の皆さん方が、ある程度潤ってくる。そしてまた地域経済が発展してくると

いう、役割を担っておるわけですから、私に言わせたらどんどんその仕事をとってきてですね、組合

の作業班だけやなしに、ファイターズも含めていろんな事業体ありますけども、そういったような人

たちに仕事をどんどん分け与えてですね、しかも何ならまだまあ組織体もつくらせて、あんたらこれ

やってみよというふうなことで、どんどんしていくというふうことがですね、非常に必要だと思うん

ですね。 

 それを根本的なこともやはりきちんと見直しながらやっていかんと、作業班だけの話の中で、ああ

ええんや悪いんや、仕事が忙しいんや、人数が少ないどうやらって、そんなんとは違うという、そこ

をやはりもうちょっと基礎的、基本的にこうわかっていってもらうことが、非常に大事なんかなと思

っておるんです。 

 そういうことで、ここもうずっと数年そんな思いを持ちながら、やらせてもらっておるんですけど、

いわば空から降ってくるやつだけこう構えておるという、そんな感じですね。今の小径木の話もです

ね、昭和 45年ごろに 4,500 本ぐらいしか生産できなかったんですね。それはいわば雨降り対策という

ことで始めてきたわけです、未人林工で。その当時、トラックへ幕をかけてですね、三重の宮川森林

組合というようなことで幕もかけて、しかも東京のホテルへ泊り込んで、安いホテルですけども泊り

込んで、木って、着いてとこへ全部電話したというのですね。うちの杭とってくれというようなこと

で、それで関東方面随分広がったんですね。 



 最盛期の 85 万本、あそこで働いている人も 15～16 人、もう毎日どんどんどんどん過重積載ぐらい

載せてですね、どんどん関東へ運んだんですね。終いにはその今の小径木が中径木になり大径木にな

ってきたというようなことで、杭丸太のこう均等にする機械も入れてですね、もう杭もつくっていこ

うよというようなことでしたんですけど、需要が減ったら減ったなりで何か別のものを開拓するとい

う、そこら辺がですね、なかなか見えてこないと。 

 これまで宮川森林組合といったら三重県のトップリーダー、もうこれやらなあかんのうとなったら、

やってもらうまで県のほうへも補助金が出てくるまで、何回も行ってですな、絶対帰っていかんだと

いうんですね。それをぐらい食いついてやっておったと、しかもそれが地域の林業が元気にしておっ

たという、そういう部分があったわけなんですが、そこら辺が非常に欠けてきておるということで、

指導、指導と言われて当然それはさせてもらっておるんですけど、なかなか基本的にはそうはいって

いないということで、これからじゃ放っておくのというわけにはいきませんのでね、もっとこういろ

んな形でかかわっていかなあかんのは、これ当然でもございますんで、かかわってはいきますけども、

やはりやるのは組合だということの中でですね、プレッシャーもかかるようなことも当然あるわけな

んですけど、さらに留意をしていかねばならんなと、こう思っておるところでございますんで、その

点ご理解いただきたいと思います。 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

○議長（中西 康雄君） 

 質疑の途中ですが、しばらく休憩します。 

 再開は 10時 20 分といたします。 

  （午前 10 時 08 分） 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

○議長（中西 康雄君） 

 定刻となりましたので、休憩前に引き続き質疑を再 

開をいたします。 

  （午前 10 時 20 分） 

 



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

○議長（中西 康雄君） 

 ほかにございませんか。 

 廣田議員。 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

○14 番（廣田 幸照君） 

 さきほど上岡議員の質問の中で、私も同じ考え方を持っているわけですが、別の機会にまた質問を

せざるを得んなと、今回ではしないというつもりだったんですが、町長はああいう形でお答えいただ

きましたので、重ねて質問をいたしたいと思います。 

 聞くところによりますとですね、小径木の加工場は年間 1,000 万円ぐらいの黒字があるようです。

森林組合全体としては 3,800 万円の赤字というふうに聞きます。たび重なるその、いわばどこで赤字

が生じておるのかを経理上でチェックするようにという要請にも答えてないというのは、さきほどの

町長の答弁のところであります。 

 先般行われた総大会でも、この小径木の閉鎖につきましては１名の総代の方が反対の意見を述べら

れたようですけども、大方は理事会の決定どおりということで賛成されたと、私は重視したいのは、

町はですね6,974 万円ぐらい、5,900 万円、5,974万 2,000 円、これがこの４月の監査報告書の中に出

ております宮川森林組合の出資金であります。もしですね、この経営が上手くいかなくて、出資金を

食いつぶすようなことになればですね、出資金の返還求められないと、つまり町民の税金をここで食

っていくことになるわけなんです。 

 そうしますと、たび重なる要請にもそれに答えないということであれば、町としては出資金も引き

上げますよということで、かなり強いプレッシャーをかけないとですね、積年の体質は改まっていか

ないのじゃないかと、こういうふうな感じを持っておるわけです。町としてですね、さきほどの町長

答弁では、いささかそのいわばかゆいところを靴の上からかくような形で、効果があんまり上がらな

いんじゃないかと思います。 

 この雇用創出に関しましてもですね、今あそこの職員が何人働いているかはちょっと私把握してな

いんですけども、ある方は山ですね怪我をされて、そして小径木加工場のほうの作業に回ったと、と

ころが今度山で働くと、さきほど産業課長が従業員はまた山のほうで働くようなこともあるだろうと、



そういうふうな手配になっているというふうなことを答えましたけども、そういうふうな山で作業さ

れて怪我をされた方が、それが働けないために小径木の加工場に回ってきたと、そこでこれがなくな

れば、もう山で働けなくなるわけですな。まったくその雇用創出は逆の形になっていく、やはりここ

は町の強い指導が必要じゃないかと思いますので、ひとつよろしくお願いしたいと思います。 

 とともに、もうちょっとどういう対策をするか、具体的にお願いいたしたいと思います。 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

○議長（中西 康雄君） 

 尾上町長。 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

○町長（尾上 武義君） 

 具体的な対応というふうなことになるとですね、今、ものすごくそのフォローの風が吹いておるん

ですね。この間も直江さんのご質問にちょっとお答えした、今の森林再生事業とかですね、いろんな

その基金事業なんかも出てくるわけですね。 

 そういうようなことで、木造の施設に対して１╂13万 5,000円交付金を出しますと、まだまた間伐

率とかいろいろ費用対効果とか、そういった一定の条件が付いてきますけども、今日も教育委員会が

ですね、公民館の施設整備のことで県へもう走っておるんですけど、費用対効果どのぐらいものにな

るのやというようなことで走っておるんですけど、そういったようなこともね、これからその今の分

離発注もかけてですね、どんどんどんどん地域材を使えと、それにはやはり森林組合やら、地区の木

材というふうなことになってきますんで、どんどんそこら辺でこう事業なり工事というふうなもの、

こう起こしていく必要は当然これあると思うんですね。 

 そういうようなこととか、いろんなその間伐でもですね、美しい森整備事業というようなことで、

平成 23年度までの６年間で 330 万 ha やりましょうというようなことで、どんどんきておるわけです

ね。緑資源機構の関連でもそうですし、いろんな形でもう仕事はどんどんやってくる。手挙げたらも

うどんどんくるわけですね。そういったようなものをね、本当にあれだけ事務所にようけ人間も抱え

ておるわけですから、どんどん受けて、女の子らにもこう何というのですか、山へ一緒にテープ持っ

ていって測らせてするとかですね、そういう技術もこうしていかなあかんと思うですね。 



 そういうようなことで、事務所の職員も大紀やないですけど、大紀の森林組合あたりは事務所職員

も山へ行って施業するというふうなこともあるんです。ですんで、200～300 万円の利益が 800 万円～

900 万円になってきたとかね、いうふうなこともあったようですわ。そういうような、それと同じよ

うにせえとは言いませんけど、そういうようないろんな努力をですね、積み重ねてもらわんとあかん

なと、美味しいもんだけ食べて、結果赤字になりましたんや、それの繰り返しではもう事業体として

の体を成していかないというふうなことになってきます。 

 町としてもそれだけの 6,000 万円近い出資金を出しておるわけですので、その大事な税金をむざむ

ざゼロにしてもらったら、それは具合悪いというふうなこと、当然ありますんで、いろんな県から、

県もどんどんやってくださいというようなことで、これまでは年度末になって、これだけ金余ってお

るんやと、何とかしてもらえんやろかなと言うてお願いにくるのは、宮川村やったんですわ。よし受

けると言うて、もう全部それ組合のほうへ仕事を回すとかして、どんどんやりおったんですね。それ

繰り越しもＯＫやもんでというようなことで、途切れなくこうずっと仕事が出てきたおったというふ

うなことなんです。 

 要はそこを受けられるだけのですね、やはり前向きな姿勢というものがですね、やはり求められる

のやないんかなと、こう思っております。これはもう１つは感覚の世界になってくるんかなというこ

とも思ったりしておりまして、もうここ本当に災害のあった年あたりからですね、いろんなふうな形

で指導もし、やらせてもらっておるんですけど、災害のあった年あたりから少しおかしくなってきて

おる。予定しておった事業もですね、できなくなったというようなことで、当時の松阪の担当の課長

さんも、これ宮川さん大変なことやなというようなことで、県の中でいろんなできるような仕事を集

めてきてですね、はいどうぞということで渡してもうたらしいんですけど、もうそれすらようせんの

やというふうなことがあったらしいです。 

 そんなんで、そんなんでは具合悪いやないか、いやいやもうそれは道がないもんで行けんのや、そ

んな道がないて、あんた３時ごろ帰ってきて走っておったらあかんわさのうと、やっぱり山に３時や

４時ごろまでおって、５時過ぎに走っておるのやったらええけど、３時過ぎにもう皆車に乗って帰っ

てくるような、そんな馬鹿なことあらへんぜというようなことで、話もしたことあるんですが、やは

り一事が万事の姿勢になるんかなと思っております。 

 本当にこう何というのか、自分のこととして取り組んでもらわないといけないわけなんですけど、

担当も腹いっぱいそこら辺もこう言いながらやってきておるというふうなことで、もう本当にここ２

年ほど前は匙投げたというふうなことで、もう自分としに行く、出向させてくれというような、そん

なようなことも言う職員もおったんですけど、そこまでこう行けませんので、これ当然県のほうも心



配していただいて、国はじめ松阪の農林商工の事務所の方もしょっちゅう見えてしておりますし、県

本課のほうでも随分心配をしていただいておると、こういうようなことでもございますんで、これだ

けのフォローの風吹いておったら、逆に 3,700～3,800 万円の黒字があってもええんやないかなという

ふうに思うんですけども、それは逆の△というふうな形で、私も大変残念なようなことなんですけど、

今後もしっかりそこら辺は継続してですね、何とか経営していけるような形で、意識も変えていって

もらわなあかんことは多々あるんかなというふうに思いますが、継続して努力をしていきたいとこう

思いますんで、よろしくお願いしたいと思います。 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

○議長（中西 康雄君） 

 ほかにありませんか。 

 堀江議員。 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

○３番（堀江 洋子君） 

 18 ページの間伐有効活用推進事業委託料ということで、お伺いをいたしたいと思います。全員協議

会でも説明も受けたわけなんですけど、その資料の３ということで見てみますと、緊急雇用創出事業

ということで、地域内でニーズがありというふうに書いてあるわけなんですが、以前というか、今年

の冬だったと思いますけれども、支所のほうにペレット使ってストーブ置いてということで、暖をと

ったという話を聞きましたし、夕刊三重か何か新聞にも載っていた記憶があるんですけれども、私も

ペレット使ったそのストーブというのは、支所のことだけしか私話はわからないんですけれども、ど

れだけ地域にニーズがあるのかという点についても、お伺いをまず１点いたします。 

 それと、どうも私すっきりしないのは、緊急雇用創出事業ということで、市や町がその失業をされ

ている方に雇用創出するということが大元になってくると思うんですけれども、ここに資料にもある

ように、間伐で伐り捨てられたものを搬出する作業員を雇うという、これだとわかるんですけど、そ

こから先にそのペレットやチップ材ということの説明もありましたし、書かれてもありますけれど、

何を町はこう目的としているのかということがわからないんです。なぜペレット、チップというとこ

ろまで及んでいくのかということについて、説明を求めたいと思います。 



 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

○議長（中西 康雄君） 

 町長。 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

○町長（尾上 武義君） 

 前段の分をお答えをさせていただきたいと思います。今年の１月か去年の 12月、ちょっと時期は忘

れましたんですが、いわゆる西組さんのほうからペレットストーブというようなことで、これからの

何というのですか、バイオマスを活用するような形で、どうやろ置いてもらえんやろかなという、こ

ういうような話があったわけです。それはすぐに置けんよと、私もそんなその町が購入して置くとい

うようなことでは、まだまだ効率性とかいろんなものがあるんで、まだそれはわからない。ただ、あ

んたとこが良かったら置いて、テストしてみたらいかがですか、もうそれ以上持ってくるくずも燃料

もですね、あんたとこ持ちやんなというようなことで、したようなことでもございます。 

 そういうことでテスト期間ということで、この３月、４月まで焚いたようなことなんです。そのも

のとしては結構暖かいものやなという雰囲気はございますけど、じゃそれを全部これからどのように

広げていくんだとなったら、それはまだ未知数、こういうようなことで、一部には東北とか北海道の

ほうなんかでは、そのペレットストーブなんかがやや普及してきておるようでもございますが、まだ

私としましては、その実感としてなかなかあるわけでもございませんので、今どうしょうかなという

ふうなことも思いもですね、そのバイオマスというようなことで、いろいろな思いはあるんですけど、

具体的にこうするというようなことで、決めた段階ではないわけです。 

 ですので、今、ストーブ置いてますけど、あれも撤去するとかですね、あるいはもう少しテスト期

間で置いてくれというのなら、そのまま焚いてもうてもいいかなとは思うんですけど、それぐらいの

程度でございます。そういうことでひとつよろしくお願いします。 

 あとの質問につきましては、担当課長が答えさせていただきます。 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 



○議長（中西 康雄君） 

 産業課長。 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

○産業課長（野呂 泰道君） 

 まず、この事業につきましては、目的なんですけども、全協にもご説明させていただいたように、

やはりこう道路周辺、山の中には間伐等の伐り捨て等がかなりこう多くございます。そういったこと

が 16年の災害等なんかでもあったように、やはりその流木が阻害して山の崩落を招くとかいう、それ

とやっぱり森林体系の中でも、やっぱりこうそういう間伐材があること自体は、あまりこう良くない

ということも含めてですね、出せるところを木材を出していきたいということと、環境とその今の雇

用創出ということをあわせて考えさせていただいたのが、大きな目的でございます。 

 この新たな緊急雇用ということでございますので、村にとってはこういったこの緊急雇用の対応で

きるのは何かということの中で、いくつか考えさせていただいた中に、今の言う環境配慮したところ

の木材を搬出するという、１つの作業をしてはどうかということを上げさせていただいたことが目的

でございますので、ご理解いただきたいと思います。 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

○議長（中西 康雄君） 

 ほかにございませんか。 

 直江議員。 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

○６番（直江 修市君） 

 ７ページ、美しい森林づくり基盤整備交付金ということで国から入ってきます。２億円でございま

して、これが 19 ページの林道の関係の工事請負から、森林環境整備等の 20ページのですね、森林環

境創造事業とか、高齢林の間伐促進事業のほうへ充当されていくということでございます。 

 美しい森林づくり基盤整備事業は、例としまして 2,000 万円の事業費であれば、国の補助は 50％と



いうことで、あと 50を受益者負担ですね、町の負担と受益者負担ということになってきて、受益者負

担というのは、今はなかなかいただけませんので、町のほうの負担が出てくると、それに対して地域

活性化公共投資臨時交付金を充てることができるというような内容であります。 

 それで、交付金が入ってきて、さきほどの出のほうへいくんですけども、途中で県のこれ８ページ

です。森林環境創造事業補助金が 1,160 万円減額になっておるんですけども、これは担当課で聞きま

すと、さきほどの美しい森づくりの交付金が入ってくると、事業主体は今度町になってですね、あと

50をどうするんかということになって、今まで県がこの森林環境創造事業につきましては、県単独事

業ということで８割見ておったと、２割は町の負担で事業がされてきました。今度この美しい森林づ

くり交付金を受けて、これ国が 50で、県が８割出しておったのを４割に減らせるということから、こ

こで県の補助金が削られてます。町のほうも２割であったのが１割で済むようになったということで

すね。 

 したがいまして、国の交付金の 50％に対しまして、あと県が 40、町が 10出して森林環境創造事業

をやるということのようであります。したがいまして、今まで県単、県単というふうに言ってきまし

たけども、これはもう今度完全に国の補助金でですね、交付金で森林環境創造事業やっていくという

流れになるわけで、それはそれでよろしいけども、これ県単事業というもう位置付けにはならんと思

うんです。その点をまず伺いたいというふうに思います。 

 それから、高齢林のほうもこの交付金が見込めるということで、従前は県が 50％出しておったと、

あともう 50％は森林所有者の負担ということで、これはなかなか事業が進まんだということから、今

度、この交付金を 50％充当して、県が 35％上乗せして、森林所有者は 15％になったことから、この

補正予算にですね、事業費上げてきたということなんですけども、これは今まで手が付けられてませ

んでしたが、交付金を受けて工事費を上げてきてますけども、これさきほどの森林組合の問題等も絡

んで、事業実施が実際やれるんかどうかということをですね、伺いたいというふうに思います。 

 それから 10ページ、諸収入で高山造林受託事業収入、説明で緑資源機構造林受託事業というふうに

なっておるんですけども、さきほど町長も緑資源と言われましたが、もう今は公団造林でもなく、緑

資源でもないんですね。今は森林総合研究所内の森林農地整備センターになっておるということなん

ですね。 

 で、予算のほうはですね、目も説明ももうない組織のない名前が入っておるんですけども、これは

やはりある組織の名前で、しかもこの組織が分収造林のために金出してきておるわけですから、質し

ていく必要があるんではないかというふうに思いますので、伺います。 

 それから雑入のほうで、全国中山間地域振興協議会東海支部の解散清算金というふうに出ておりま



す。この東海支部に対しましては負担金は出ておらずですね、平成 20年度の予算も 21 年度の予算も

中山間地域振興対策協議会、ここへ２万円出しておるんですね。東海支部のほうへは説明の中にはな

いんです。 

 ですので、この 21年度の当初予算に上がってきております、中山間地域振興対策協議会へ出す２万

円の負担金から支部のほうへ回っておるんかですね、そこらが明らかになってません。なってません

けども、ここに解散によってですね、清算金が出たということで受け入れるということになってます

んで、予算措置としてはちょっと私は問題ではないかと思いますので、この点を伺います。 

 それから 12ページ、まず企画費の中で若者出会いの場づくり事業補助金 20 万円の計上でございま

す。お聞きしますと大台町の商工会青年部の主催で交遊場づくりをされると、そのことに対する補助

金ということなんですけども、私、商工会へはすでに町から助成がされております。本来、その商工

会というのは青年部の部会なんですから、町からもうすでに補助金出しておるわけですから、その範

囲内で本来すべきやないかと思うんですね。こういうことのために、そういった補助金も私は出され

ているのではないかというふうに思いますので、説明を受けたいと思います。 

 それから大杉出張所、12 ページから 13 ページにわたりまして、地域調査イベントマップ記念写真

というふうに上がってきております。地域調査につきましては、自然学校のほうに委託をされるよう

であります。記念写真というのは、これは大杉地区の懐かしいその写真を集めて、写真集をこしらえ

られるようであります。イベント実施というのは大杉地区出身の方を招いて、同窓会的なものも催さ

れるというようなことやら、旅行会社に依頼して若者が大杉地区を訪れてもらうような企画を考えて

おられるようなことであります。 

 これも当然、過疎対策、いわゆる集落再編の面からの大杉谷出張所としての、初めての仕事になる

ようなんですけども、こういった予算計上において地域の人々ののかかわり方というのは、十分です

ね、事前の話し合いをされて、その結論を見ておるんかどうか、伺いたいと思います。 

 次に、13ページに情報化推進費で工事請負費が820 万円、これが減になって、委託料で新しく出て

おるんですけども、この移動通信用鉄塔施設整備につきましては全員協議会で詳細説明があって、鉄

塔整備のためにという説明でもありましたし、当初予算もそういう計上でしたが、全く中身がですね、

工事請負費からほとんどがもう全額ですね、委託料に変わっとるというのは、これは予算上げるとき

の精査がね、私はあまりにもずさんのように思うんですね。何でこういうことになっておるんかです

ね、説明を願いたいと思います。 

 16 ページ、環境衛生費で、粗大ごみ集積場の使用料と、粗大ごみ集積場購入費というふうに上がっ

ております。旧宮川村におきまして、最初は小切畑の泉沖というところで粗大ごみの集積を行ってお



りました。その後、本田木屋地内に新たに集積場ということで用地を購入したという経緯があります

ので、私は粗大ごみの集積場の使用料を払ったりとか、購入費が計上されておりますけども、新たに

購入するような必要があるんかというふうに思いましたんで、担当課に聞きましたら、これはもう今

申しましたように、当時取得したのは農地でありまして、農地は当然畦畔含んでいます。赤道と言わ

れるもので東海財務局が管理する法定外公共物というところですわね。 

 それをきちっと手続きしていなかったようなんで、今ここに東海財務局からその間の使用料を出せ

と、そして用地も買えということのようなんですけども、何でこういう事態を招いたんかですね、自

治体が土地取得するのにはきちっと手続き今までもしておるし、現にやっておると思うんですね。そ

こでこういう手違いが生じたんか、旧宮川村における問題なわけなんですけども、私も全然そういっ

たことはわかりませんだんで、改めてここで問いたいというふうに思います。 

 18 ページに、農地費の委託料でふるさと農道緊急整備事業計画業務委託、これは粟生地内でパーキ

ングエリアへのアクセス道路、この道は高速道路の建設用道路としてすでにあるということのようで

す。そこを拡幅整備するということのようで、平成 22 年、23 年、県の県営事業としてされるという

ことなんですけども、これは前に広域農道の説明協議会でありましたけども、そのときにその高規格

の農道のやつは止めるけれども、ふるさと農道を県のほうでやってもらうんだという説明があったみ

たいですけど、私記憶ないんですけども、そのような説明をされておって、９日の協議会に配布され

ました、これ総合計画に載っておらんのですね。 

 22 年、23年という事業実施を予定しておるようですけども、この21年から 23年の実施計画に載っ

ておりません。これも補正予算組む前につくったから、こういうことになったんかですね、逆に早く

にもう説明があったわけで、これ載せられんということはなかったと思うんですけども、その点につ

きまして伺います。 

 19 ページに委託料、20ページに工事請負ということで、これは地域活性化公共投資臨時交付金をも

うすでに見込んでですね、予算計上されたということであります。で、内容聞きますと、野又の法面、

千石越線の法面、総門線の法面、林道西出菅合線の舗装ということでありまして、３路線の法面工事

はこれで崩落が予想される、あるいは崩落しておるところの手当ができるということであります。 

 林道西出菅合線については、これは嶺越え林道と伺いました。嶺越え林道は県営事業で行って、あ

と町が管理していくわけなんですけども、すべての嶺越え林道はもう舗装がされておりますが、この

林道はされていなかったというようであります。今度の交付金でされるということなんですけども、

大紀町と大台町を結ぶ嶺越えで、滝広と菅合のほうからこう工事やってこられたみたいですけども、

間がまだ未改良と、未開通ということなんですけども、それでは嶺越え林道の役割は果たせんと思う



んですけども、なぜそんな事態がですね、ずっと続いておるんか、その点についての説明を求めたい

と思います。以上。 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

○議長（中西 康雄君） 

 総務課長。 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

○総務課長（高西 立八君） 

 失礼します。７ページの美しい森林づくり交付金の件でございます。今回、この事業を受けまして、

今、直江議員さんから言われました３つの事業に、この交付金は充当しております。そういう中で、

特にこの森林環境創造事業につきましては、県単事業でございまして、80％が県費でということで、

この事業がございましたけども、今回、これに乗り換えたということでございます。 

 また、21ページにあります循環型生産林の整備事業費の高齢林整備間伐促進事業補助金のほうに充

てております。この事業に関連しまして、やはり議員ご指摘のとおり県の予算が削られてというので

すか、減らしてこの交付金がございますで、この交付金に乗り換えるということで、町のほうも少し

は有利になるということで、こういうふうに巻き換えをさせております。 

 その中で、そういうことで県単事業等にはあたらないかというご質問をいただいたと思いますんや

けども、ちょっとその辺、意味がちょっと僕わからなかったんですけども、そういう中でこの事業に

充てさせていただきまして、事業を進めたいというふうに考えております。ちょっと回答になってお

らんかわかりませんので、またあとで整理させていただきます。 

 すみません、続きまして10ページの緑資源の関係をご回答させていただきます。議員のご指摘どお

り、緑資源機構というのは、まず一番初めに緑資源公団という名前で、これはもう 2003 年の 10 月に

解体しておるということでございます。その後、独立行政法人緑資源機構が設立しておりまして、こ

の 2003 年のこの独立行政法人ですか、緑資源機構が設立したときにはですね、このときに一応目の検

討を、公団という名前が消えますので、目の検討をさせていただいたと聞いております。 

 その中で、この時点ではですね、まだその一般的に公団造林、公団造林と言われておりますので、

馴染みのあるこの目のほうがいいんではないかと、そのようにさせていただいたというふうに、当時



考えたところでございますが、この説明欄ですね、節につきましては特に今度はこの機構からですね、

今、議員言われました森林総合研究所ですか、中にあります森林農地整備センターに移管されたとい

うことで、これが2008 年の４月ということでございます。 

 昨年度につきましてはですね、当初予算すでにもう済んでおりますので、何とかそれで、その後で

決まったということになると思いますが、今回につきましては、これもう１年前のことになっており

ますので、もう当然修正というのですか、変更しておかなければならないと、こんなふうに考えてお

ります。今後十分注意したいなというふうに考えております。 

 目についてはですね、さきほども一応公団造林のほうが馴染みであってですね、それでいいのかど

うかというのもありますが、もうあれから大分経っております。６年ぐらい経っておりますんで、一

度この目についてですね、十分検討させていただき、来年度予算では適切な方法で計上したいと、そ

のように考えておりますので、よろしくお願いします。 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

○議長（中西 康雄君） 

 町長。 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

○町長（尾上 武義君） 

 この緑資源機構なんですが、ご案内のような事件が発生してですね、この森林総合研究所にお預け

の身になったような形で、経過措置法人ということになっております。そういうことでこれもですね、

21年度末に新たな国営事業の中へ分割するとか、あるいはこれまでの緑資源機構と言いますか、そう

いう中へまた１つ新しい独立行政法人を設けてやろうとか、いろいろ今、検討されているところです。 

 ということで、まだはっきりした姿にはなってきておりませんし、果してこの21年度中にそれがで

きるのかとなったら、またそれも不透明というふうな部分がございますんで、まだこの今、課長が申

し上げたんですが、この緑資源機構なりですね、本当は水源林の造成事業というふうなことでいいと

は思うんですが、きちっとした名前が出てくるまではですね、このような形でいきたいなと思ってお

るんです。意味合いとしてはもう昔の森林開発公団ということでいきますんで、目もですね、公団造

林管理費というようなことでやらせていただきたいなと思っておるんです。 



 ただ、事業がもうころころと緑資源機構造林やら、水源造成事業やら、公団の山やらでやれという

て、一番馴染みあるのはその森林開発公団山ということで馴染みがありますんで、どれが使うのが一

番いいのかなと思うんですが、近いうちに、ここ１、２年の間にはですね、はっきりしたその主体と

いうのが決定されると思うんですが、その暁まではですね、今のような形で、いわば推移したほうが

まあいいのかなと、こう思ったりもしておるんです。わかりやすいと言えば、一番わかりやすいのじ

ゃないかなと思っておるんですが、そういうことで森林総合研究所、森林農地整備センターというよ

うなことでいきますと、長たらしい名前でなかなか覚えにくいとか、いろいろこうございますんで、

できましたらこういう形で、意味合いとしてはそういうようなことですんで、そういう名称を使わせ

ていただきながらですね、緑資源機構というのはあまり、これ取っ払う必要あるかもわかりませんけ

どもね、ちょっと検討はさせていただきたいなと思いますんで、お願いします。 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

○議長（中西 康雄君） 

 産業課長。 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

○産業課長（野呂 泰道君） 

 10 ページの 19 款諸収入、全国中山間地域振興協議会東海支部の解散の清算金についてのことでご

ざいます。この内容につきましては、町村合併の前は支部会費といたしまして、40市町村がありまし

た。合併後は 12市町村で激減したことによる解散清算金でございます。 

 それと関連をいたしまして、当初予算の 128 ページに中山間地域振興対策協議会負担金２万円を計

上させていただいております。その内訳ですが、１万円は全国中山間地域振興対策協議会費というこ

とで、全国ということの中で支払わさせていただいております。そのあと残りの１万円が全国中山間

地域振興協議会東海支部会費ということで、その中の１万円がこの会費に該当するわけでございます

が、今現在のところ補正、減額はしておりません。この中山間のほうの東海支部は解散したのに、ま

だ現在は予算は残っております。これは執行せず減額させていただきたいと思いますので、ご理解を

いただきたいと思います。 

 



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

○議長（中西 康雄君） 

 企画課長。 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

○企画課長（東 久生君） 

 12 ページ、企画費の若者出会いの場づくり補助金につきまして、商工会青年部が実施をするための

補助金でございますが、すでに商工会には町から補助金が出ているので、それでやるべきではないか

という、ご質問だと思います。 

 商工会に直接出しております補助金につきましては、管理運営経費の一部として 713 万 7,000 円を

町のほうから補助させていただいておりますけども、こういった若者出会いの場づくり事業につきま

しては、商工会の補助金の 713 万 7,000 円の趣旨とはちょっと違うということで、改めて 20万円の補

助をさせていただくということで、予算計上させていただいたところでございますんで、ご理解をい

ただきたいと思っております。 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

○議長（中西 康雄君） 

 大杉谷出張所長。 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

○大杉谷出張所（寺添 幸男君） 

 直江議員のご質問にお答えします。 

 12、13 ページの大杉谷出張所費の補正についてでございますが、これにつきましては歳出のほうで

８ページで過疎市町市町村地域づくり支援事業補助金を今回受ける形になりましたので、増額させて

いただいたことでございます。 

 そういうことでございまして、その内容についてご説明させていただきます。直江議員のご質問の



中に、地域の人々とのかかわり方や、そこら辺の説明を十分なされておるんかというご質問でござい

ましたが、現在、地域回りをさせていただいておりまして、松原議員のほうの一般質問にもお答えさ

せていただいたように、40数名の方々が今、ヒアリング終わっております。16～17％ヒアリングでご

ざいます。当然、その方々のまず声を聞かさせていただいて、事業を進めていくということでござい

ます。 

 それと区長さんにですね、毎月集まっていただいて、そのような報告をしながら区長さんのご意見

を聞いて、いわゆる事業を進めていくというところで、こういうふうな内容につきましても、詳しく

はまだ説明しておりませんが、こういうふうなことを年度内にですね、やっていこうという趣旨はご

説明させていただいて、ご理解いただいております。 

 それから、今毎月15日にですね、大杉区の広報と言いますか、お知らせを出しておりまして、職員

のほうでつくらせております。その中でこのような内容もですね、お知らせさせていただいてご意見

をいただくと、そういうところで住民の方々に参画いただくということと、実は６月の議会前、定例

会前だと思うんですけども、区長さんに集まっていただいたときに、７月中旬から課題会議を設けた

いと、各地区から出していただきたいと、区長さんだけじゃなく、もっと若いところでということで

40、50、60 ぐらいまでの方で、お願いしたいよということをお願いしております。 

 そのメンバーが集まって来ましたら、その中でですね、このいろいろな事業にかかわっていただき

たいと思ってます。この中で詳しく説明しますと、獣害対策というのが、非常に今やっぱり大きな問

題になっておりまして、視察経費等も獣害対策に使っていきたいと思ってますし、役務費のほうの通

信運搬費は地域の方々と地域のご出身の方々に、一堂に会する、いわゆる交流型のイベントをしたい

というところで、地域住民の皆様からご親戚等にですね、ダイレクトメールでご連絡いただくという

ところも考えております。 

 地域調査につきましては、さきほど直江議員ご指摘のように、自然学校とともに調査を今進めてい

きたいと思っております。 

 イベント実施委託料につきましても、今のところ自然学校とやっていきたいと思っております。こ

こに住民の課題会議のメンバーも含めながらですね、２つの若者交流型と、地域交流型のイベントを

進めていきたいと思っております。 

 マップと記念品、写真集につきましては業者にお願いする予定でおりますが、これにつきましても

地域の皆様の声をこれから聞いていくと、課題会議の中でメンバーを選びながらやっていきたいとい

うことで、今後、多くの大杉谷の住民の皆様にかかわっていただきたいと考えております。以上です。 

 



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

○議長（中西 康雄君） 

 企画課長。 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

○企画課長（東 久生君） 

 予算書 13ページ、情報化推進費の中の移動通信用鉄塔整備工事の補正の件でございます。経緯を申

し上げますと、当初予算編成時にＮＴＴｄｏｃｏｍｏから、事業費として 1,204 万円必要であるとの

資料提供を受けまして、予算措置をさせていただきました。そのとき事前の事業打ち合わせでは鉄塔

の図面も見せられ、ＮＴＴｄｏｃｏｍｏ専用の仕様である旨の説明を受けましたことから設計書は委

託せず、ＮＴＴｄｏｃｏｍｏの専用の設計図などがあると思い込みをしまして、設計監理委託料は予

算化せず、工事費一本で予算計上させていただいたところでございます。 

 予算措置させていただきましたあと４月中旬、ＮＴＴｄｏｃｏｍｏ担当者と詳細を打ち合わせを行

ったところ、設計監理業務委託料 120 万円が必要なこと、また鉄塔に取り付ける通信用物品について

は、直接事業者に販売できない社内規定があることを告げられ、取り扱いができる業者に購入を委託

するため、物品供給業務委託料 700 万円も予算措置をする必要があると理解をしたところでございま

す。初めての業務や特殊技術、特殊物品の取り扱いとは申しましても、予算編成時に議員指摘されま

したように、十分に熟慮はしていなかったことが原因でございます。今後、このようなことがないよ

うに気をつけますので、よろしくご理解のほどお願い申し上げます。 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

○議長（中西 康雄君） 

 生活環境課長。 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

○生活環境課長（鈴木 好喜君） 



 16 ページ、粗大ごみの集積場の使用料及び粗大ごみ集積場購入に関するご質問に、お答えさせてい

ただきます。 

 本田木屋にあります粗大ごみの集積場につきましては、平成７年の２月７日に、当時の宮川村長様

が建設省のほうへ土地用途の廃止申請を行いまして、そのおりに、土地の価格につきましては国の指

定価格にて買い受けることを確約をしております。その後、代金の支払い等をせずにずっとその土地

を使わさせていただいておったようでございます。 

 地目としましては公衆用道路、面積は 189.33╂にあたるというふうなことで、このたび時効の成立

していない10年分の使用料、並びにそのお約束の用地取得費の支払いを計上させていただいたという

ふうなことでございます。 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

○議長（中西 康雄君） 

 産業課長。 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

○産業課長（野呂 泰道君） 

 18 ページ、ふるさと農道緊急整備事業計画策定業務委託につきましての関連質問といたしまして、

総合計画にこの事業の内容が載っていないのではないかということでございます。今回、この補正を

させていただきました委託料につきましては、県工事として事業採択をしていただくための基本計画

で全体事業費、金額を出して進めていくものでございます。 

 工事といたしましては、22 年から 24 年度を実施予定をしておりますので、今回の予算で内容をつ

かみましたら、総合計画に計上してまいりたいと考えておりますので、ご理解をいただきたいと思い

ます。 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

○議長（中西 康雄君） 

 建設課長。 



 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

○建設課長（高松 淳夫君） 

 今回の予算書の中で、19 ページから 20 ページにわたりまして林道関係の補正を計上させていただ

いております。で、国の経済対策としまして林道４路線の舗装、あるいは法面改良ということで、そ

の中でも林道の西出菅合線についてお答えをいたします。 

 この路線は大台町菅合を起点といたしまして、終点が大紀町でございます。全体の延長が１万3,462

ｍで、そのうち大紀町が 4,037ということで、平成 15年に大紀町側については舗装も含め全線完成を

しております。で、13┥から４┥を引きますと残り９┥が大台町地内でございまして、大台町地内に

つきましては、平成９年から菅合側では県営により開設を進めておりまして、現在もなお開設中でご

ざいます。完成延長が 3,451 でございます。 

 それから大滝側ですが、こちらは平成 11 年から実は 17 年度で一部工事が止まっておりまして、こ

れの完成延長が 1,744ｍ、あわせますと５┥ほどになります。で、９┥から５┥引きますと、現在４

┥未開通区間が残っておるということでございます。私、４月１日にこちらへまいりましてから、実

は大滝側の林道が現在止まっておるよということの中で、土地の所有者が大ケ所の方ということで、

地元の区長さんとも２回ほどお会いもしまして、なぜ止まったのか、そういった聞き取りと、また県

のほうに対しましても状況をいろいろ聞いておりますが、担当者が３人ほどすでに変わっておるとい

うふうなことの中で、詳しい情報がまだ得られてないんですが、地元の区長さんにいたしましても、

せっかく付けていただいておる林道であり、当然、前向きに検討したいというふうなことでもござい

ますし、町としても町の林道を県が肩代わりしてやっていただいておるというふうなことでもござい

まして、積極的に用地の解決に向けて努力をしていきたいと思っております。 

 今回、その大台町側が舗装されてないということで、とりあえずその完成した部分すべて今回の国

の補正による事業によって、舗装したいというふうなことでございます。 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

○議長（中西 康雄君） 

 総務課長。 

 



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

○総務課長（高西 立八君） 

 すみません。１問目のですね、美しい森林づくり交付金の関係で、ちょっと私もわからなかったん

で、チグハグを回答等をさせていただきましたので、これにつきましてちょっと整理したいので、休

憩いただければ有り難いなと思ってますけども。 

 それともう１点、16ページの粗大ごみの関係でございます。質問は、なぜこうなったかということ

でございますけども、これ財務局のほうへちょっと問い合わせさせていただきました、請求が来まし

たので。ということは、ちょうど平成７年にその話を町のほうから、当時村ですか、もちかけですね、

そういう話を書き残しはございますが、そのままですね、ずっと財務局のほうといたしましてはです

ね、請求がこないわけでございまして、うちがそれだけ使っておればですね、向こうは基準使用料と

いうことでいただくということで、買い上げるということをうちが正式にですね、もって上げなけれ

ばならないということでございます。 

 ということで、やっぱりその仕事をしなかったということで、職務怠慢であったかなというふうに

考えておりますので、この点につきましても、今後十分注意したいと思いますので、よろしくお願い

します。 

 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

○議長（中西 康雄君） 

 しばらく休憩します。 

 再開は 11時半といたします。 

  （午前 11 時 18 分） 

 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

○議長（中西 康雄君） 

 定刻となりましたので、休憩前に引き続きまして、 



質疑を再開をいたします。 

  （午前 11 時 30 分） 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

○議長（中西 康雄君） 

 産業課長。 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

○産業課長（野呂 泰道君） 

 大変失礼をいたしました。森林環境創造事業につきまして、これまでは県、直江議員がおっしゃら

れるように県が 80％、町が 20％と、それで新たにこの６月補正で交付金を50％、県 40％、町 10％と

いうことで、従来県単事業自体が国の事業に変わってきたということでございます。追加をさせてい

ただきます。 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

○議長（中西 康雄君） 

 続きまして生活環境課長より、廣田議員に対しての草刈り、草取りの精算のことにつきまして、答

弁をいたします。 

 生活環境課長。 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

○生活環境課長（鈴木 好喜君） 

 公園管理費の賃金単価の基礎となるものということなんですけども、5,800 円の草取りにつきまし

ては用務員の単価を使わさせていただいております。7,900 円につきましては沿道景観作業員の単価

を利用させていただいております。よろしくお願いします。 

 



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

○議長（中西 康雄君） 

 ほかにございませんか。 

 直江議員。 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

○６番（直江 修市君） 

 10 ページで聞きました、その中山間の負担金ですけども、前述しましたように、当初予算には振興

対策協議会に２万円という予算説明ですね。実際は全国組織に１万円、支部に１万円という内訳だと

いうことであります。私どもこんな東海支部がですね、存在するというようなことは予算説明に書か

れてない関係から、今まで全然知りませんでした。本来、その予算説明というのはそういうことを説

明するのが、予算説明ではないかというふうに思うんですけども、この点についての見解を伺いたい

というふうに思います。 

 20 ページから 21 ページにわたりまして、施業事業が出ているんですけども、高齢林整備等は今ま

で５割の県補助しかなかったということから、取り組まれてきておりません。今度、これで森林組合

がこれ出すんだと思うんですけども 15％負担で、今まで 32％負担があったんでできんだけども、今度

15％でできるということで取り組むようなんですけども、これらの事業をですね、森林組合の実態か

らもこなせるかということをさきほど聞きましたんで、それについての答弁を願いたいと思います。 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

○議長（中西 康雄君） 

 産業課長。 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

○産業課長（野呂 泰道君） 

 まず、10ページの全国中山間地域振興協議会東海支部の関係で、当初予算に上がっておりますとこ



ろの中山間地域振興対策協議会負担金、予算上では２万円と上がってて、中が東海支部と分かれてお

るやないかということでございます。本来、支出するところの明確な説明を必要といたします。本来、

その同じような事業内容でやってる全国と、それと東海支部という中のもんでございますけども、そ

れぞれの支払いをするところの明確な説明というのが、本来あるべきだと思います。そういったこと

をまとめて２万円としておることにつきましては、今後ないようにさせていただきたいと思いますの

で、よろしくお願いいたします。 

 続きまして、８ページの高齢林整備間伐促進事業に関連してのご質問でございます。こういった事

業につきまして、森林組合がやっていけるかということでございます。当然、従来どおり森林組合等

の中でやっていくということでございますので、こういったその事業を進めながらも、森林組合の経

営等も考えて実施していくということでございますので、ご理解をいただきたいと思います。 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

○議長（中西 康雄君） 

 ほかにございませんか。 

 よろしいですか。 

  （「な  し」と呼ぶ声あり） 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

○議長（中西 康雄君） 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

  （「な  し」と呼ぶ声あり） 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

○議長（中西 康雄君） 

 討論なしと認めます。 



 これで討論を終わります。 

 これから議案第74号を採決します。 

 この採決は、挙手によって行います。 

 議案第 74号は、原案のとおり決定することに賛成の方は、挙手願います。 

  （全員挙手） 

  

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

○議長（中西 康雄君） 

 挙手全員です。 

 したがって、議案第 74号は、原案のとおり可決されました。 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

  議案第 75号の質疑～採決 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

○議長（中西 康雄君） 

 日程第５ 議案第 75 号「平成 21年度大台町簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）」を議題と

します。 

 これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 直江議員。 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

○６番（直江 修市君） 

 ６ページ、簡易水道維持費ということで工事請負費 700 万円であります。現場は宮川地域に唯一の



信号からですね、バイパスの間の、私ども縦道と言うておるんですけども、その間の布設替えという

ことなんですけども、この事業につきましても当初でですね、当然上げてこんならん予算だというふ

うに思うんですけども、補正になった理由について伺います。 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

○議長（中西 康雄君） 

 生活環境課長。 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

○生活環境課長（鈴木 好喜君） 

 この布設替えにつきましては、当初、維持管理の修繕で対応をさせていただいておりましたけれど

も、ここ新しい 21年度になりましても漏水の事故がありまして、その事故を復旧しておる中で、その

事故を漏水があるための工事をしておるところの完了すれば、次またその上の漏水箇所が発生すると

いうふうな形で、このような状況になっておるというふうなことでありましたもんですから、もう抜

本的に 173ｍ間における布設替えを予算計上させていただきました。 

 どうも管自体の腐食が激しくって、ほたる茶碗のような、そういう状況になっておるかと思うんで

す。表面は綺麗なんですけども、内部の中でぷつぷつぷつぷつと薄い箇所がたくさん出ておりまして、

それがもう次から次へこう行くというふうなことが想像するのに、十分であるというふうな確証にな

りましたもんですから、この６月補正で急遽上げさせていただいたということでございます。 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

○議長（中西 康雄君） 

 ほかにございませんか。 

  （「な  し」と呼ぶ声あり） 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 



○議長（中西 康雄君） 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

  （「な  し」と呼ぶ声あり） 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

○議長（中西 康雄君） 

 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから議案第75号を採決します。 

 この採決は、挙手によって行います。 

 議案第 75号は、原案のとおり決定することに賛成の方は、挙手願います。 

  （全員挙手） 

  

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

○議長（中西 康雄君） 

 挙手全員です。 

 したがって、議案第 75号は、原案のとおり可決されました。 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

  議案第 76号の質疑～採決 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

○議長（中西 康雄君） 



 日程第６ 議案第 76 号「平成 21年度大台町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）」を議題と

します。 

 これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

  （「な  し」と呼ぶ声あり） 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

○議長（中西 康雄君） 

 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

  （「な  し」と呼ぶ声あり） 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

○議長（中西 康雄君） 

 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから議案第76号を採決します。 

 この採決は、挙手によって行います。 

 議案第 76号は、原案のとおり決定することに賛成の方は、挙手願います。 

  （全員挙手） 

  

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

○議長（中西 康雄君） 

 挙手全員です。 



 したがって、議案第 76号は、原案のとおり可決されました。 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

  議案第 77号の質疑～採決 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

○議長（中西 康雄君） 

 日程第７ 議案第 77 号「平成 21年度大台町生活排水処理事業特別会計補正予算（第２号）」を議

題とします。 

 これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。ありませんか。 

  （「な  し」と呼ぶ声あり） 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

○議長（中西 康雄君） 

 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

  （「な  し」と呼ぶ声あり） 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

○議長（中西 康雄君） 

 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから議案第77号を採決します。 



 この採決は、挙手によって行います。 

 議案第 77号は、原案のとおり決定することに賛成の方は、挙手願います。 

  （全員挙手） 

  

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

○議長（中西 康雄君） 

 挙手全員です。 

 したがって、議案第 77号は、原案のとおり可決されました。 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

○議長（中西 康雄君） 

 暫時休憩します。 

 （午前 11 時 40 分） 

（休憩中に、追加議案書等を配布する） 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

○議長（中西 康雄君） 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

  （午前 11 時 42 分） 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

  日程の追加について 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 



○議長（中西 康雄君） 

 お諮りします。 

 ただいまお手元に配布しました議案書のとおり、町長から議案第78号が提出されました。 

 これを日程に追加し、追加日程第１として、直ちに議題としたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ声あり） 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

○議長（中西 康雄君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第 78号を日程に追加し、追加日程第１として、直ちに議題とすることに決定しま

した。 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

  議案第 78号の上程～採決 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

○議長（中西 康雄君） 

 追加日程第１ 議案第78号「大台町公の施設に係る指定管理者の指定について」を議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 総務課長。 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

○総務課長（高西 立八君） 

 議案第 78号 大台町公の施設に係る指定管理者の指定についての提案理由をご説明申し上げます。 

 この議案につきましては、条例第 47号大台町公の施設に係る指定管理者の指定手続き等に関する条



例の規定により、対象となる公の施設について、管理を委任する指定管理者を指定するものでござい

ます。 

 今回、提出いたしました公の施設につきましては、議案第73号でお認めいただきました粟生地内の

三ツ谷池公園でございます。当該条例第５条の規定により、施設の趣旨、設置の目的、地域とのかか

わりなど、これまでの経緯を踏まえ、公募によらず候補者として選定したものでございます。 

 過日、開催された指定管理者選定審議会での審議を踏まえ、議案書にある者が指定管理者となる団

体について、適切であると判断いたしましたので、議会の議決を求めるものでございます。よろしく

ご審議のうえ、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

○議長（中西 康雄君） 

 これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

  （「な  し」と呼ぶ声あり） 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

○議長（中西 康雄君） 

 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 まず、原案に反対の発言を許可します。 

 （「な  し」と呼ぶ声あり） 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

○議長（中西 康雄君） 

 次に、原案に賛成の発言を許可します。 



 前田議員。 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

○12 番（前田 正勝君） 

 ただいま出されました、追加議案で出されました、議案第78号について、賛成の立場から討論をい

たします。 

 先般、大台町公園条例の一部を改正する条例について、議案の可決をみました。それに伴い74号議

案では、これもさきほどお認めになられました。 

 そこで、この公園となるところは歴史的に長く地域住民の食料を確実に確保するため、大切に管理

をしてきました。またここには水神様の弁天だいをおまつりしてあり、毎年豊作を祈って祭事も行っ

ております。今までは管理は稲作農家と自治会で行ってきたところですが、今回、町の総合計画の基

本理念である「自然と人々が幸せに暮らすまち」を踏まえ、協働の精神で地域住民と行政が一体とな

って自然を守り、人々が和をもって豊かに暮らしていく、そのような思いを私は抱いたところです。

先人が長く守ってきたものを、このような形で守られることになれば、意味合いも深いものがあると

感じられます。 

 以上のような観点から、この議案の賛成討論といたします。 

 ○議長（中西 康雄君） 

 ほかにありませんか。 

 （「な  し」と呼ぶ声あり） 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

○議長（中西 康雄君） 

 これで討論を終わります。 

 これから議案第78号を採決します。 

 この採決は、挙手によって行います。 

 議案第 78号は、原案のとおり決定することに賛成の方は、挙手願います。 

  （全員挙手） 

  



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

○議長（中西 康雄君） 

 挙手全員です。 

 したがって、議案第 78号は、原案のとおり可決されました。 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

  閉会の宣言 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

○議長（中西 康雄君） 

 これで本日の日程は全部終了いたしました。 

 会議を閉じます。 

 平成 21年第２回大台町議会定例会を閉会いたします。 

 皆さん、お疲れさんでございました。 

  （午前 11 時 47 分） 


